
【様式３−６】 
犯罪被害者等代理援助（未成年⽤） 

（丙使⽤欄）援助番号：    −        

 
【受任予定の弁護士の方へ】  

 この契約書は、業務方法書第 80 条の７第２号に定める「法定代理人の同意を得られないことについ

て相当な理由」がある未成年者用になります。未成年者であっても法定代理人の同意が得られる場合に

は、本書面ではなく一般の「犯罪被害者等代理援助契約書」をご利用ください。 

 
犯罪被害者等代理援助契約書 

 
 犯罪被害者等法律援助被援助者（以下「甲」）、犯罪
被害者等代理援助受任者（以下「⼄」）及び⽇本司法
⽀援センター（以下「丙」）は、総合法律⽀援法に基
づき⽇本司法⽀援センター業務⽅法書（以下「業務⽅
法書」）に定める犯罪被害者等代理援助を実施するた
め、次のとおり契約（以下「本契約」）を締結する。 
 
（代理援助契約の内容） 
第１条 本契約は、甲⼄丙の三者間で締結するもの

であり、その内容は、次の各号に定めるほか、本契
約書各条項に定めるところによる。 

 ⼀ 甲は、下表「援助案件の内容」記載の犯罪被害
者等代理援助案件（以下「援助案件」）について、
⼄に対し、⼄が代理⼈として業務⽅法書別表１
０「犯罪被害者等代理援助事務類型表」に記載さ
れている甲の法律事務及びこれに付随する事務
（ただし、犯罪被害者等代理援助開始決定の範
囲内において、甲⼄間で個別の合意をすること
を妨げない。）を取り扱うことを委任し、⼄はこ
れを受任する。 

 ⼆ 甲及び⼄は、丙がする各決定に従わなければ
ならない。 

 三 援助案件の通常報酬（業務⽅法書第８０条の
８第１項第１号に規定する費⽤をいう。以下同
じ。）及び実費（同条第１項第２号に規定する費
⽤（業務⽅法書別表１１の２に定める限度額を
超えるものを除く。）をいう。以下同じ。）に関す
る決定は、丙が業務⽅法書の定めるところに従
って⾏う。 

 四 丙は、⼄に対し、決定した通常報酬及び実費を
⽀払う。この場合において、⼄丙間で実費の精算
は⾏わない。 

 五 丙は、通常報酬、実費（業務⽅法書別表１１の
２に定める限度額を超えるものを含む。）及び成
果報酬（業務⽅法書第８０条の８第４項及び第
５項に規定するものをいう。以下同じ。）を甲に

負担させない。ただし、成果報酬について、甲⼄
間で別途合意することを妨げない。 

 
援助案件の内容 

罪名  
 

相⼿⽅  
 

案
件
の
内
容 

⽇時  
 

場所  
 

被害
内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象⾏為 
業務⽅法書別表１０「犯罪被害者等代
理援助事務類型表」に記載されている
⼀切の⾏為。 

通常報酬 
及び実費 

後⽇丙が決定する⾦額及び⽀払⽅法と
する。 

 
（委任事務の遂⾏） 
第２条 ⼄は、前条第１号の契約による事務を遂⾏

するときは、「犯罪被害者等法律援助業務に係る事
務の取扱いに関するセンターと弁護⼠との契約条
項」（以下「契約条項」）第９条以下の規定及び法律
事務取扱規程第４条各号の定める基準に従う。 

 
（必要書類及び資料等の提出義務） 
第３条 ⼄は、甲及び⼄が署名捺印⼜は記名押印し

た本契約書並びに甲が署名捺印した重要事項説明
書の原本を保管し、それらの写しを甲に交付する。
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丙が本契約書⼜は重要事項説明書の原本の提出を
求めた場合、⼄は、これらを速やかに提出しなけれ
ばならない。 

２ 甲及び⼄は、援助案件について、丙から当該援助
案件の管理等のために必要な情報及び資料等の提
供を求められたときは、誠実にこれに対応する。⼄
は、甲に関する情報及び資料等を丙に提供できる
ものとし、甲はこれに同意する。 

 
（通常報酬及び実費の⽀払時期及び甲からの報酬等

の受領の禁⽌） 
第４条 丙は、丙が⼄に対して通常報酬及び実費を

⽀払う決定について、不服申⽴て期間が満了した
⽇⼜は不服申⽴てに対する決定がなされた⽇のい
ずれか遅い⽇の属する⽉の翌⽉末⽇までに、⼄に
対し、決定した通常報酬及び実費を⽀払う。 

２ ⼄は、甲から委任された事務の処理に関し、甲の
ために⾦銭を⽴て替え⼜は甲から、名⽬の如何を
問わず、⾦銭その他の利益を受けてはならない。た
だし、⼄が甲⼄間での別途の合意に基づき成果報
酬を受領する場合及び特別の事情があり⼄が丙の
承認を得た場合は、この限りではない。 

 
（甲の遵守事項） 
第５条 甲は、下記事項を遵守する。 
 ⼀ 丙の決定した資料の提出その他の援助の条件 
 ⼆ ⼄の事務処理に協⼒すること 
 三 ⽒名⼜は住所その他援助申込書に記載した事

項に変更がある場合には、速やかに⼄及び丙に
変更の内容及び時期を通知すること 

２ 甲は、前項各号に定めるもののほか、重要事項説
明書に記載された事項を遵守する。 
 
（本契約の終了事由） 
第６条 次の各号に掲げるいずれかの事由があると
きは、本契約は終了する。 
 ⼀ 甲⼜は⼄が死亡したとき。 
 ⼆ ⼄が弁護⼠でなくなったとき。 
 
（解任及び辞任） 
第７条 甲は、⼄を解任しようとするときは、あらか

じめ丙に理由を付した⽂書を提出することにより
解任の申出をして、丙の承認を受けなければなら
ない。 

２ ⼄は、援助案件の受任者を辞任しようとすると
きは、あらかじめ丙に理由を付した⽂書を提出す
ることにより辞任の申出をして、丙の承認を受け
なければならない。 

３ 前⼆項の承認の要件及び⼿続については、業務
⽅法書第８０条の２６、第８０条の２７に定める
ところによる。 

 
（丙による本契約の解除） 
第８条 丙は、次に掲げる事由があるときは、本契約

を解除することができる。 
 ⼀ 甲が、正当な理由なく連絡を断ち⼜は援助の

条件を遵守しないなど、本契約を誠実に履⾏せ
ず、援助を継続することが適当でなくなったと
丙が認めるとき 

 ⼆ 丙が、前条の定めに従い甲による⼄の解任⼜
は⼄の辞任を承認したとき 

 三 ⼄が援助案件について必要な対応を⾏わなか
ったとき 

 四 ⼄丙間の犯罪被害者等法律援助契約が解除さ
れたとき（甲が同意していない場合を除く） 

 五 ⼄が契約条項第 38 条から第 40 条までに規定
する措置を受けたとき（甲が同意していない場
合を除く） 

 六 甲が、丙の承諾を得ずに、裁判所に⼄の解任届
等を提出したとき 

 七 甲が、不正の⽬的をもって、⼄を介さずに、援
助案件に係る事務の当事者として、相⼿⽅と⽰
談若しくは和解をし⼜は相⼿⽅に対して請求の
放棄若しくは認諾をしたとき 

 ⼋ 甲が、⼄を介さずに、援助案件に係る事務の当
事者として、訴えの全部若しくは⼀部を取り下
げ⼜は訴えの全部若しくは⼀部の取下げの申出
に対して同意したとき 

 九 前号までに掲げるもののほか、甲⼜は⼄に契
約を継続しがたい重⼤な背信⾏為があったとき 

 
（中間決定） 
第９条 ⼄は、業務⽅法書第８０条の２３第１項、第

８０条の２４第１項⼜は第８０条の２５第１項に
規定する場合において、丙に対し、それぞれの規定
に従い、報告書⼜は申⽴書を作成し、これに疎明資
料を添付して、中間決定を求める請求⼜は申請を
することができる。 

２ 丙は、⼄からの請求⼜は申請の内容に応じ、業務
⽅法書に定められた範囲内において、通常報酬及
び実費の額、⽀払条件及び⽀払⽅法を決定する。 

 
（終結決定） 
第１０条 丙は、次の各号に掲げるいずれかの事由

があるときは、援助の終結決定をする。 
 ⼀ 援助案件が終了し、⼄が終結報告書を提出し
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たとき
⼆ 丙が、援助を継続することが著しく困難であ
ると認めるとき 
三 丙が、援助を継続する必要がなくなったと認
めるとき
四 第６条の定めに従い本契約が終了したとき
五 第７条の定めに従い⼄が辞任し⼜は解任され、

後任の犯罪被害者等法律援助受任者の選任が困
難なとき

六 ⼄が終結報告書を提出しない場合であって、
丙において援助案件が終了していることが明ら
かなとき 

七 その他本契約が解除され、丙が終結決定をす
ることが相当と認めるとき 

（援助終結決定において審査及び決定する事項）
第１１条 丙は、終結決定において、次の各号に掲げ

る事項を決める。 
⼀ 通常報酬及び実費の額、⽀払条件及び⽀払⽅
法 
⼆ 本契約が援助案件に係る事務処理の途中で終

了し⼜は解除された場合における⼄に既に交付
した⾦銭の全部⼜は⼀部の返還 

（事務処理の途中で本契約が終了等した場合の処理） 
第１２条 本契約が援助案件に係る事務処理の途中

で終了し⼜は解除されたときの処理は、次のとお
りとする。
⼀ 丙は、契約が終了し⼜は契約を解除したこと

及びその理由を甲（甲が死亡した場合の相続⼈
を含む。以下この条において同じ）及び⼄に通知
する。ただし、これらの者の住所が不明の場合は、
この限りではない。 

⼆ ⼄は、速やかに、委任事務が係属している裁判
所、⽰談交渉事件等においては相⼿⽅等に辞任
届を提出し、かつ、甲から委任事務を処理するに
あたり預かった物品（以下「預り品」）を返還し
なければならない。ただし、預り品の返還につい
ては、甲の住所が不明の場合は、この限りではな
く、甲が死亡したときは、⼄は法定相続⼈のうち
の⼀⼈に対してこれを⾏えばその責を免れる。 

（⽂書の送付）
第１３条 丙が甲⼜は⼄に対して⽂書を送付すると

きは、あらかじめ甲⼜は⼄が丙に届け出た連絡先
を送付先とし、郵便により⾏う。

２ 前項の場合において、普通通常郵便により発送
した⽂書は、丙が甲⼜は⼄に対して⽂書を発送し

た⽇の翌々⽇（翌々⽇が⽇曜、祝⽇⼜は国⺠の休⽇
であるときは、その後の最初の平⽇）に、甲⼜は⼄
に到達したものとみなす。 

３ 第１項の規定にかかわらず、丙は、⼄に対する決
定書、報告の督促その他の事務連絡の⽂書の送付
を、ファックスその他の⽅法によってすることが
できる。この場合、丙の⼄に対する通知は、送信⽇
に⼄に到達したものとみなす。 

（個⼈情報の取扱いに関する特則）
第１４条 甲は、⼄が丙に対し、丙の援助案件の管理

のために必要な甲の⽒名、住所等の連絡先情報を
提供することに同意する。 

２ 甲が丙の決定した資料の提出その他の援助の条
件に従わない場合、丙は⼄に対し、当該情報を通知
することができるものとし、甲はこれに同意する。 

３ 甲の他の案件について、丙が新たな審査・決定を
しようとする場合、丙は、他の案件の受任者等⼜は
受任者等になろうとする者に対し、前項の情報を
通知することができるものとし、甲はこれに同意
する。 

４ 甲が⾃⼰破産事件⼜は⺠事再⽣⼿続の申⽴てを
しようとしていること⼜は申し⽴てたことを、丙
が認知したときは、丙は、甲について進⾏中の援助
案件の受任者⼜は他の案件の受任者等になろうと
する者に対し、甲が同申⽴てをしようとしている
こと⼜は申し⽴てたことを通知することができる
ものとし、甲はこれに同意する。 

（裁判管轄）
第１５条 本契約に関する紛争の裁判の第⼀審は、

丙の本部⼜は援助案件に関する事務を取扱う丙の
地⽅事務所若しくは地⽅事務所⽀部の所在地を管
轄する裁判所を管轄裁判所とする。 

（本契約書に規定のない事項）
第１６条 本契約書に規定のない事項については、

業務⽅法書、犯罪被害者等法律援助業務運営細則、
法律事務取扱規程及び契約条項に定めるところに
よる。 

（本契約の効⼒）
第１７条 本契約は、丙が犯罪被害者等代理援助開

始決定をした時に成⽴する。ただし、その効⼒は、
当該決定に係る援助案件の犯罪被害者等代理援助
申込書を丙が受理した⽇（ファックスによる申込
みであり、かつ、これを送信した⽇が明らかである
ときは、送信⽇）に遡って⽣じるものとする。 
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（⼄が常勤弁護⼠の場合の特則）
第１８条 ⼄が、本件の犯罪被害者等代理援助開始

決定時に、丙に勤務し、給与を受けて犯罪被害者等
法律援助に係る事務を取り扱う弁護⼠であるとき
は、第１条第４号及び第４条第１項の規定は、適⽤
しない。 

※ 甲⼄間において次の特約条項に合意をする場
合には、当該条項のチェック欄にレ点を付する
ことにより、その効⼒を⽣ずるものとする。 

□（特約条項） 
業務⽅法書別表１０第２項に規定する事務は、

委任の範囲から除く。 

年 ⽉ ⽇

⽇本司法⽀援センター（丙） 

犯罪被害者等法律援助被援助者（甲） 
住所

⽒名

犯罪被害者等代理援助受任者（⼄） 
住所

⽒名

印 

印 
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